
 

千葉市社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の

軽減制度の実施について」（平成１２年５月１日付老発第４７４号厚生省老人保

健福祉局長通知）別添２「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険

サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」（以下「国要綱」という。）

に基づき、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）の規定

による居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護

予防サービス、施設サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う社

会福祉法人又は社会福祉法人以外の事業者（以下「社会福祉法人等」という。）

が、低所得で生計が困難である者及び生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による保護（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条に規定する支援給付を含む。）を

受けている者（以下「生活保護受給者」という。）の利用者負担額を軽減する場

合（以下「軽減制度」という。）の取扱いに関し必要な事項を定め、軽減制度を

行った社会福祉法人等に対し市が助成を行うことにより、生計困難者等の経済的

負担の軽減及び介護保険サービスの利用の促進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 軽減制度を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、千葉市を

保険者（法の規定による介護保険の保険者をいう。）とする被保険者であり、かつ、

法第１９条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けている者のうち、その

属する世帯のすべての世帯員が、次条に規定する申請をした日の属する年度（た

だし、４月１日から７月末日までに申請した者については前年度。以下同じ。）分

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める市町村民税（同法の規定によ

る特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除

く。）が課されていない者又は市町村の条例により当該市町村民税が免除された者

（当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）

である者（以下「世帯非課税者」という。）であって、次の各号のいずれにも該当

する者及び生活保護受給者とする。 

（１）その属する世帯のすべての世帯員の次条に規定する申請をした日の属する年

度の前年における収入が、当該世帯に属する人数が１人の場合は１５０万円以下、

当該世帯に属する人数が２人以上の場合は１５０万円に１人につき５０万円を加

算した額以下であること。 

（２）その属する世帯のすべての世帯員が所有する預貯金等の額が、当該世帯に属

する人数が１人の場合は３５０万円以下、当該世帯に属する人数が２人以上の場

合は３５０万円に１人につき１００万円を加算した額以下であること。 

（３）その属する世帯のすべての世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる

資産を所有していないこと。 

（４）負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

（５）法第１２９条に規定する介護保険料を滞納していないこと。 

（軽減対象の確認申請） 



第３条 軽減制度を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認

申請書（様式第１号）及び社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に伴う世

帯票（兼同意書）（様式第１号の２）（以下「申請書等」という。）に必要書類を添

えて区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、申請書等を受理したときは、その内容を確認の上、軽減制度の適用の

可否を決定するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書（様式

第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 区長は、前項の規定により軽減制度の適用を決定したときは、次条第１項に規

定する軽減の程度を明記した社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（様式第３号。

以下「軽減確認証」という。）を交付し、決定を受けた者（以下「軽減適用者」と

いう。）の氏名等を社会福祉法人等利用者負担軽減確認証台帳（様式第４号）に記

載するものとする。 

（軽減対象及び軽減の程度） 

第４条 軽減制度が適用される利用者負担額は、次の各号に掲げる居宅サービス、

地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、施設サ

ービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業（以下「サービス」という。）に

ついての利用者負担額とし、軽減の程度は、４分の１とする。 

（１）訪問介護 

（２）通所介護 

（３）短期入所生活介護 

（４）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（５）夜間対応型訪問介護 

（６）地域密着型通所介護 

（７）認知症対応型通所介護 

（８）小規模多機能型居宅介護 

（９）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（１０）複合型サービス 

（１１）介護予防短期入所生活介護 

（１２）介護予防認知症対応型通所介護 

（１３）介護予防小規模多機能型居宅介護 

（１４）介護福祉施設サービス 

（１５）第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合が

保険給付と同様のものに限る。） 

（１６）第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担割合が

保険給付と同様のものに限る。） 

２ 前項に規定する利用者負担額とは、次の各号に掲げるとおりとし、法に定める

保険給付の対象となるサービスを提供した日に係るものとする。 

（１）介護費負担（法に規定する当該サービスに要した費用の額から保険者が負担

すべき額（国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得

た額）を控除して得た額） 

（２）食費負担（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号）、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）、指定介護予防サービス等の



事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）、指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第３６号）及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第３９号）（以下「指定基準」という。）に規定

する食事の提供に要する費用）。ただし短期入所生活介護、地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に

係る食費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定

入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。 

（３）居住費負担（指定基準に規定する滞在に要する費用、居住に要する費用及び

宿泊に要する費用）。ただし短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る居住費

（滞在費）については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特

定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。 

３ 前項各号に掲げる利用者負担額を第１項の規定により軽減した額に、１円未満

の金額が生じる場合は、当該１円未満の額を切り上げた額を軽減適用者から徴収

するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号。以下「昭和６０年国民年金等改正法」という。）附則第３２条第１

項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和６０年国民年金等改正法第

１条の規定による改正前の国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に基づく老

齢福祉年金（その全額につき支給が停止されているものを除く。）の受給権を有す

る者に係る軽減の程度は、２分の１とする。 

５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、生活保護受給者に係る軽減の程度は、全

額とする。 

６ 第２項の規定にかかわらず、介護福祉施設サービスを利用する者のうち、世帯

非課税者であって、前条第１項に規定する申請をした日の属する年の前年（ただ

し、１月１日から７月末日までに申請した者については前々年）中の公的年金等

の収入金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定

する公的年金等の収入金額をいう。）及び合計所得金額（地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、その

額が零を下回る場合には、零とする。）の合計額が８０万円以下のものに係る利用

者負担額は、食費負担及び居住費負担に限り当該利用者負担額とする。 

７ 第２項及び前項の規定にかかわらず、旧措置入所者（介護保険法施行法（平成

９年法律第１２４号）第１３条第３項の規定による要介護旧措置入所者をいう。）

であって、施行法第１３条第３項に規定する厚生労働大臣が定める割合が１００

分の９５以上のものに係る利用者負担額は、指定基準に規定するユニット型指定

介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設に係る居住費負担に

限り当該利用者負担額とする。 

８ 第２項、第６項及び前項の規定にかかわらず、生活保護受給者に係る利用者負

担額は、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護及び介護老人福祉サービ

スに係る居住費負担に限り当該利用者負担額とする。 



９ 法第５１条に定める高額介護サービス費の支給、法第６１条に定める高額介護

予防サービス費の支給、法第５１条の２に定める高額医療合算介護サービス費及

び法第６１条の２に定める高額医療合算介護予防サービス費は、軽減制度を適用

した後の介護費負担額について算定するものとする。 

（実施社会福祉法人等） 

第５条 社会福祉法人等は、国要綱に基づく利用者負担額の軽減制度（以下「軽減

制度」という。）の実施について、国要綱及び社会福祉法人等による生計困難者に

対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業事務取扱要領（平成１

７年９月２１日付保指第５５１号千葉県健康福祉部保険指導課長通知）に基づき

申出を行う場合は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減実施申出書（様式第

５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 千葉市内に所在する社会福祉法人以外の事業者が前項の申出を行おうとする場

合は、申出に際して、軽減制度の実施についての市長の承認を得なければならな

い。 

３ 第１項に定める申出を行った社会福祉法人等は、毎月の状況について、様式第

５号別紙１及び別紙２により、市長に報告しなければならない。 

（社会福祉法人等による減免制度の実施） 

第６条 前条第１項の申出をした社会福祉法人等は、利用者が提示する、各市区町

村長が交付した軽減制度の適用を証する確認証（当該利用者が千葉市の被保険者

であった場合は、軽減確認証）を提示した利用者に対し、同証に記載されている

軽減の程度に基づいて利用者負担の軽減を行うものとする。 

２ 前条第１項の申出をした社会福祉法人等は、原則として第４条第１項各号に掲

げるサービスのうち、当該社会福祉法人等において提供するサービスすべてにつ

いて、軽減制度を実施するものとする。 

（軽減確認証の適用年月日及び有効期限） 

第７条 軽減確認証の適用年月日は、第３条に定める軽減対象の確認の申請を行っ

た日の属する月の初日とし、有効期限は、翌年度の７月末日とする。ただし、４

月１日から７月末日までに軽減対象の確認の申請が行われた場合にあっては、軽

減確認証の有効期限は当該年度の７月末日とする。 

２ 新たに千葉市の介護保険被保険者資格を取得したことによって対象者となった

者の申請が、介護保険被保険者資格取得日の属する月に行われた場合は、軽減確

認証の適用年月日は、当該介護保険被保険者資格取得日とする。 

３ 第１項に定める有効期限前に、第２条に定める要件を欠くに至った者に係る軽

減確認証の有効期限は、当該要件を欠くに至った日の属する月の末日とする。た

だし、千葉市の介護保険被保険者資格の喪失により対象者でなくなった者に係る

軽減確認証は、当該介護保険被保険者資格喪失日にその効力を失うものとする。 

（軽減確認証の更新） 

第８条 前条第１項に定める有効期限の満了後においても軽減措置の適用を受けよ

うとする者は、有効期限の満了までに、有効期限満了後についての軽減対象の確

認の申請を区長に行わなければならない。 

２ 前項の申請に係る手続き並びに軽減確認証の適用年月日及び有効期限について

は、第３条、前条第１項本文の規定を準用する。この場合において、同項本文中

「第３条に定める軽減対象の確認の申請を行った日の属する月の初日」とあるの



は、「８月１日」と読み替えるものとする。 

（軽減確認証の記載事項の変更） 

第９条 軽減適用者は、軽減確認証の記載事項に変更が生じたときは、社会福祉法

人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届（様式第６号）を区長に提出しなけれ

ばならない。 

（軽減確認証の再交付） 

第１０条 区長は、軽減適用者から、紛失等の理由により軽減確認証の再交付の申

出があった場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証台帳を確認し、軽減確

認証を再交付するものとする。 

（軽減適用者の資格の喪失） 

第１１条 軽減適用者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、社会福祉法人等

利用者負担軽減確認資格喪失届（様式第７号）を区長に提出し、軽減確認証を返

納しなければならない。 

（１）第２条に規定する要件を備えなくなったとき。 

（２）その他事業の利用を必要としなくなったとき。 

（社会福祉法人等への助成） 

第１２条 軽減措置を実施した社会福祉法人等への助成については、別に定める。 

２ 第１項の助成については、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能

である旨を申し出た社会福祉法人については、その助成措置を受けることなく本

事業を実施することができるものとする。ただし、この場合も、助成措置以外の

実施方法は本要綱のとおりとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、保健福

祉局長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の千葉市社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業実施要

綱の規定は、平成１８年４月１日以後のサービスの利用に係る利用者負担額につ

いて適用し、同日前のサービスの利用に係る利用者負担額については、なお従前

の例による。 

（税制改正に伴う特例措置） 

３ 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改

正する政令（平成１８年政令第２８号）附則第４条第１項各号のいずれかに該当

する第１号被保険者（介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成１８年政令

第１５４号）附則第２３条及び第２４条の規定に基づく特定被保険者に係る高額

介護サービス費及び高額介護予防サービス費に関する特例の対象者を除く。）のう

ち、次の各号のいずれにも該当する者については、第２条の規定にかかわらず、

平成１８年７月１日から平成２０年６月３０日までの期間におけるサービス利用

に限り、軽減制度の対象者とする。 

（１）その属する世帯のすべての世帯員の第３条に規定する申請をした日の属する

年度の前年（４月１日から６月末日までに申請した者については、前々年）にお



ける収入が、当該世帯に属する人数が１人の場合は１９０万円以下、当該世帯に

属する人数が２人以上の場合は１９０万円に１人につき５０万円を加算した額以

下であること。 

（２）その属する世帯のすべての世帯員が所有する預貯金等の額が、当該世帯に属

する人数が１人の場合は３５０万円以下、当該世帯に属する人数が２人以上の場

合は３５０万円に１人につき１００万円を加算した額以下であること。 

（３）その属する世帯のすべての世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる

資産を所有していないこと。 

（４）負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

（５） 法第１２９条に規定する介護保険料を滞納していないこと。 

４ 前項の規定により軽減制度の対象となった者の軽減の程度は、第４条第１項及

び第４項の規定にかかわらず、８分の１とする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

（生活保護基準改正に伴う特例措置） 

２ 平成２５年８月１日施行の生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告

示第１５８号）の改正に伴い生活保護が廃止された者のうち、次の各号のいずれ

にも該当する者については、当分の間、軽減制度の対象者とする。 

（１）生活保護廃止時点において、第３条第２項の規定による軽減制度の適用又は

法第５１条の３に定める特定入所者介護サービス費及び法第６１条の３に定める

特定入所者介護予防サービス費の支給により、居住費負担のなかった者であるこ

と。 

（２）第２条の規定に該当する者であること。 

３ 前項の規定により軽減制度の対象となった者の軽減の程度は、第４条の規定に

よる。 

４ 前項の規定にかかわらず、居住費負担に係る軽減の程度は、全額とする。 

５ 第４条第６項、第７項の規定にかかわらず、居住費負担は、短期入所生活介護、

介護予防短期入所生活介護及び介護老人福祉サービスに係る個室に限り当該居住

費負担とする。 

   附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（生活保護基準改正に伴う特例措置） 

２ 平成２７年４月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者

であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サ

ービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第２条

に該当する者については、第４条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外

にかかる利用者負担については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を原

則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができ

る。 

（平成２７年度特例措置） 

平成２７年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能であ

る旨を申し出た社会福祉法人については、第５条に規定する助成措置を受けるこ

となく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の

実施方法は本要綱のとおりとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（平成２８年度特例措置） 

２ 平成２８年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能

である旨を申し出た社会福祉法人については、第５条に規定する助成措置を受け

ることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以

外の実施方法は本要綱のとおりとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ 平成３０年１０月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された

者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）

サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第２

条に該当する者については、第４条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以

外にかかる利用者負担については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を

原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることがで

きる。 

附 則 

（施行時期） 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

（生活保護基準改正に伴う特例措置） 



２ 令和２年１０月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者

であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サ

ービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第２条

に該当する者については、第４条第１項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住

費以外にかかる利用者負担については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）

を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることが

できる。 



様式第１号 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 

（社会福祉法人等による利用者負担軽減制度） 

 フリガナ  
 確認証番号 

※記入不要 

対象者 

氏 名 

 

 介 護 保 険 

被保険者番号 
 

生年月日      年    月    日 

住 所 
〒 

 
                                      電話番号    （   ） 

 （あて先）千葉市     区長 

 上記のとおり、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減対象の確認申請をしま

す。また、この申請に伴い、別紙の世帯票（兼同意書）を提出します。 
  

 年  月  日 

                住所                                               

       申請者                     連絡先電話番号     （    ） 

                連絡先電子メールアドレス          ＠ 

                氏名                        対象者との関係                                                               

現在利用しているサービス 

（対象者について、利用しているサービス種別と、事業所名を記入してください。） 

サービス種別 事業所名 

  

  

  

  

※現在、特別養護老人ホームに入居されている場合は下記の事項についてご記入ください。 

  入所年月日        年  月  日   

      平成１２年３月３１日の状況  □特養 ・ □その他 

      平成１２年４月１日の状況   □特養 ・ □その他 

 

現在契約している居宅介護支援事業者等（対象者について） 

    名称                                

    

    所在地       市                       

市記入欄 

 

該当要件： 

 

交付年月日：     年  月  日 

 

適用年月日：    年  月  日 

 

有効期限：     年  月  日  

備考欄 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号の２ 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に伴う世帯票（兼同意書） 
 

 

   

（あて先）千葉市   区長 

 

社会福祉法人等利用者負担額の軽減対象の確認申請に伴い、必要に応じて下記の対象者及び世

帯員の収入及び資産（課税状況を含む）、対象者の介護認定状況・老齢福祉年金受給状況、境界層

措置適用状況について調査することに同意します。 

                                    

                     年   月   日 

フリガナ  
収入の有無 有  ・  無 

対象者 

氏名 
                        印 年１月１日現在の 

住所地（市区町村名） 
 

対象者

以外の

世帯員 

フリガナ 

生 年 月 日 収入の有無 

      年 

１月１日現在の 

住所地（市区町村名） 氏  名 

※ 

世帯主 

   

   

   年  月  日 
有 ・ 無 

 

               印 

 ※対象者が世帯主の場合は、氏名のみ記入してください。  

世帯員

（ 対 象

者を除

く） 

   

   

   年  月  日 
有 ・ 無 

 

                印 

   

   

   年  月  日 
有 ・ 無 

 

                印 

   

   

   年  月  日 
有 ・ 無 

 

                     印 

           

   

   年  月  日 
有 ・ 無 

 

                     印 

   

   

   年  月  日 
有 ・ 無 

 

                     印 

市記入欄 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

年  月  日 

 

 

          様 

千葉市    区長 

 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

 

 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請については、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

 

 この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に 

区長に対してすることができます。 

被保険者氏名 
 

被保険者番号  

決 定 年 月 日      年   月   日 

決 定 事 項 

１

承

認

す

る 

 

適用年月日       年  月  日 （承認内容） 

 

有効期限        年  月  日  対象サービス利用者負担     ／１００ 

                     食費、居住費          ／１００ 

確認証番号                居住費及び滞在費        ／１００ 

 

２

承

認

し

な

い 

 

 理 由 



                                              

様式第３号 

 

表 面                         裏 面 

 

 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

 

交付年月日       年  月  日 

確認証番号  

適 

 

用 

 

者 

住 所 

 

フリガナ  

氏 名 
 

生年月日 明・大・昭  年  月  日 

介 護 保 険 

被保険者番号 
 

適用年月日 年  月  日から 

有効期限 年  月  日まで 

軽減割合 
（対象サービス利用者負担）   ／１００ 

（食費・居住費等）       ／１００ 

（居住費・滞在費）       ／１００ 

発行機関名 

及び印 

 

 

 

千葉市   区長 印 

 

 
 
 
 

 

注 

意 

事 

項 
一 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に
提
示
し
て 

く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、 

訪
問
介
護
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型 

通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
地
域
密
着
介
護
老
人
福 

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防 

通
所
介
護
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小 

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
第
一
号
訪
問
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る
事
業
、
第 

一
号
通
所
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相
当
す
る
事
業
の
各
サ
ー
ビ
ス
） 

二 

こ
の
確
認
証
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
申
し
出
の
あ
っ
た
事
業
者
の
み
有
効
で
す
。 

三 

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
本
人
負
担
分
か
ら
、
前
面
に
記
載
さ
れ
る
軽
減
割
合
に

よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

四 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
軽
減
認
定
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
生 

活
保
護
受
給
者
・
支
援
給
付
受
給
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
今
後
、
前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す 

る
見
込
み
が
な
い
と
き
、
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
区
高
齢 

障
害
支
援
課
介
護
保
険
室
（
以
下
、「
介
護
保
険
室
」
と
い
う
。
）
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。 

五 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、 

区
介
護
保
険
室
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

六 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
の
規
定
に
よ
り
処
罰
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

 



                                              

様式第４号 

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証台帳（     区） 

 

 確認証 

  番号 
氏  名 住  所 生 年 月 日 

介護保険 

被保険者番号 
要介護度 

確認証交付年月日 
備  考 

（利用事業所，再交付年月日等） 
確認証適用年月日 

確認証有効期限 利用者負担段階 軽減割合 

   

明 ・ 大 ・ 昭 

  年  月  日 

    年  月  日   

   年  月  日 

か   ら 

    年  月  日 

  

   

明 ・ 大 ・ 昭 

  年  月  日 

    年  月  日  

年  月  日 

か   ら 

    年  月  日 

  

   

明 ・ 大 ・ 昭 

  年  月  日 

    年  月  日  

年  月  日 

か   ら 

    年  月  日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明 ・ 大 ・ 昭 

  年  月  日 

    年  月  日  

年  月  日 

か   ら 

    年  月  日 

  

   

明 ・ 大 ・ 昭 

  年  月  日 

   

 

  年  月  日  

年  月  日 

か   ら 

    年  月  日 

  

   明 ・ 大 ・ 昭 

  年  月  日 

  

 

  年  月  日  

年  月  日 



様式第５号 

 

社会福祉法人等による利用者負担額軽減実施申出書 

（社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業） 

 

  年  月  日 

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

                                   住所 

 

                                   名称 

申請者 

                                   代表者職氏名                    印 

 

                                   連絡先電話番号 

 

                                   連絡先電子メールアドレス          ＠ 

 

 

 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減を下記のとおり実施したいので申し出ます。 

※「事業の種類」欄には、介護老人福祉施設・通所介護・短期入所生活介護・訪問介護・夜間対応型訪問介護、

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護・介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防認知症対応型通所

介護・介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第一号

通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業の別を記入 

 

法
人 

名称
ふりがな

 

 

主たる事務所の所在地  

連絡先 電話番号  FAX番号  

代表者の職氏名 職名  氏名  

軽
減
実
施
事
業
所 

名称 所在地 電話番号 事業の種類 

    

    

    

    

    



                                              



                                              



                                              



                                              

様式第５号　別紙２
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業適用者名簿（確認証提示者名簿）

　　　　　　　月・訪問介護利用者分
社会福祉法人等名称 事業所名称

保険者 被保険者番号

介護費 食費 居住費 日常生活費 計
① ①－②

②

① ①－②

②

① ①－②

②

① ①－②

②

① ①－②

②

① ①－②

②

① ①－②

②

① ①－②

②

① ①－②

②

・当月の全ての確認証提示者（千葉市以外の市区町村が交付した確認証の提示者も含む）について記入すること。

・利用者負担額の「介護費」には，介護給付費明細書に記載される計算上の利用者負担額ではなく，実際の徴収金額を記入すること。

・「他減免制度該当有無」には，別制度（例：障害者ホームヘルプサービス利用者への軽減措置による１割→３％への自己負担の軽減等）による減免措置の適

用者である場合に「有」と記入し，その制度名を備考欄に記入すること。

・保険給付の対象とならないサービス利用者（全額自己負担利用者）については，記入しないこと。

①本来（法人減免前）の利用者負担額（月合計）

②軽減適用後の利用者負担額（月合計）
軽減による法
人負担額
（月合計）

備考
フリガナ
氏　　名

要介
護度

他軽減
制度

該当有無

当月延べ利
用回数

計



様式第６号 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届 

 

年  月  日 

 

（あ て 先） 千 葉 市     区 長 

 

住所  

届出者            

氏名                 

                                             

                                            連絡先電話番号      （    ） 

                                 連絡先電子メールアドレス       ＠ 

軽減適用者との関係                                                                                                                  

 

 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の記載事項に以下のとおり変更が生じましたので， 

届出いたします。 

  

フリガナ  確認証番号  

軽減適用者氏名              
介 護 保 険 

被保険者番号 
 

生年月日 明 ・ 大 ・ 昭    年   月   日 

住所 

〒 

 
                                   電話番号     （   ） 

確認証記載事項 

変更項目 

 

変更内容 

変 更 前 変 更 後 

  

変更理由 

 

変更年月日 年   月   日 

 

 

 

 

 



様式第７号 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減確認資格喪失届 

 

年   月   日 

 

（あ て 先） 千 葉 市     区 長 

 

                                  

住所  

届出者            

氏名                 

                                             

                                            連絡先電話番号      （    ） 

                                 連絡先電子メールアドレス       ＠ 

軽減適用者との関係                                                                                                                  

 

 下記の理由により社会福祉法人等利用者負担軽減確認資格の喪失を届け出いたします。 

 

 

軽

減

適

用

者 

 

フリガナ  
確認証番号 

 

 

氏  名 

  

 介 護 保 険 

被保険者番

号 

 

 

生年月日 明 ・ 大 ・ 昭   年  月  日 

住  所 

〒 

 

 

 

 
   電話番号      （    ） 

資格喪失の理由 

 

 


